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  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第５項の規定に基づき執行した令和２年
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随時監査（工事監査）結果報告書 

１ 対象工事名 

公共下水道接続工事（新庄・服部地区） 

２ 工事担当課等 

上下水道事業所施設工務課 

３ 実施日 

令和３年２月９日（火） 

４ 実施場所 

監査委員室および守山市服部町地先他 

５ 監査方法 

守山市監査委員監査基準に準拠し、守山市工事監査実施要綱に基づき、公益社団法人大

阪技術振興協会に対し技術士の派遣を要請し、起工、設計、積算、契約等にかかる文書お

よび現場関係書類ならびに現場の施工状況が適正かつ適切であるかについて、監査委員

立会いのもと、次の方法により調査させ、その報告を受けた。 

(1) 書面監査 

起工、設計、積算、契約等および施工方法、施工管理等の関係書類の提出を求め、関

係人の説明を受け、調査を行った。 

(2) 現場監査 

工事現場において、施工管理や安全管理、施工精度や出来ばえなどについて、関係人

の説明を受け、調査を行った。 

６ 監査結果 

次により、本工事は、書面審査、現地確認のいずれも概ね良好であると判断する。 

本工事の工期は、令和２年９月14日から令和３年３月15日までであり、進捗状況は令和

２年12月末現在、計画出来高50.00％に対して、実施出来高が43.59％であった。 

その理由は、現地調査や試掘工を早め、当該調査結果に合わせて、開削工法の土留め工

について安全性の高いパネル土留めでの施工の検討、横断部の石綿管対策、簡易推進工法

の変更等について、発注者および受注者双方で慎重に検討および協議を行ったためであ

ることを、工事打合簿や現場確認の際の聴取等で確認した。 

このことは、事前協議としては、むしろ望ましいことであり、結果として、今後も同様

に双方協議を重ねながら、当初の打合せや確認による若干の遅れを取り戻し、着実に工事

を進められるものと推察される。 

なお、当日口頭にて指導した軽易な事項については、記述を省略する。 

(1) 工事概要等について 



ア 整備目的（基本計画、全体計画およびそれらに対する当該工事の位置付け） 

滋賀県の汚水処理施設整備方針がより広域的な観点から見直されたことに併せて、

守山市においても、当該施設の効率的な一元管理および維持管理費の削減を図る方

針が立案され、それに基づき、農業集落排水施設を公共下水道に接続する工事を実施

しているものである。 

農業集落排水施設８地区のうち既に５地区の切替えを完了し，令和２年度に１地

区、新庄・服部地区を含む残り２地区を令和３年度に完了する予定である。 

イ 工事内容 

(ｱ)  開削工 施工延長Ｌ＝520.90ｍ 

ａ 圧送区間：HPPEφ100㎜ Ｌ＝168.50ｍ 

  ｂ 自然流下区間：PRPφ200㎜ Ｌ＝352.40ｍ 

(ｲ)  マンホール工 10か所 

ａ １号組立マンホール Ｎ＝８か所 

ｂ ２号組立マンホール Ｎ＝２か所 

(ｳ)  簡易推進工 φ350㎜ ２か所 

ウ 工事請負業者および工事請負額 

(ｱ) 請負業者 株式会社吉仁園 

(ｲ) 請負金額 48,164,600円 

エ 設計業務委託業者 

株式会社オースギ 守山営業所 

オ 工事期間 

令和２年９月14日から令和３年３月15日まで 

カ 進捗状況 

43.59％（令和２年12月末日現在） 

(2) 指摘事項について 

特に指摘すべき事項は見受けられなかった。 

(3) 意見・要望事項について 

技術士から、調査の各項目における留意点等として、次のとおり報告があったので、

今後の参考とされたい。 

ア 書類調査の結果 

  本工事の関係図書は、分類し、よく整理されていた。提示を受けた個々の書類等の

審査としては、できる限り全体的に精査したが、特に改善すべき問題点は見受けられ

なかった。 

  今後は、本工事の工法選定や設計変更の内容・理由等について、本監査結果も参考

にして、諸手続、検査に向けて、早期にとりまとめを行われることを望みたい。 

イ 現場施工状況の調査結果 



  当地の農業集落排水を公共下水道へ接続した場合、不用となった処理施設の跡地

利用については、これまで、８か所のうち既に６か所については、文化財保管倉庫や

環境学習施設、防災備蓄倉庫等へ所管換えされることが定まり、順次、担当部署に移

管されている。 

  当新庄・服部地区農業集落排水処理場の跡地利用については、まだ定まっていな

い。これまでと同様、周辺地域の市民に役立つ施設になることを願うものである。 

以上 

 


